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～今月のトピックス～

【ものづくり補助金】中小企業庁　技術・経営革新課　03-3501-1816
【持 続 化 補 助 金】中小企業庁　小規模企業振興課　03-3501-2036
【ＩＴ 導 入 補 助 金】中小企業庁　商業・サービスＧ　サービス政策課　03-3580-3922

　令和２年１２月１５日、令和２年度第3次補正予算案等が閣議決定されました。このうち、中小・小規模企業の
みなさまの関心の高い事業や税制改正についてご紹介します。（制度の詳細等は、経済産業省HPをご覧ください。）

補助上限・補助率

ものづくり補助金（設備導入・システム構築） 1,000万円・１/２（小規模2/3） 1,000万円・2/3

50万円・2/3 100万円・3/4

450万円・1/2 450万円・2/3（調整中）

持続化補助金（販路開拓等）

IT導入補助金（IT導入）

通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

・能力開発セミナーの案内……………………3P・国の予算案等の紹介……………………1P
・育休復帰セミナー ………………………2P ・障害者雇用に関する重要なお知らせ………4P

令和２年度第３次補正　国予算案等の紹介

【令和２年度第３次補正予算案】

【低感染リスク型ビジネス枠における各補助事業の拡充内容】

●中小企業生産性革命推進事業　（２,３00億円）

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
■補助額：100万円～1,000万円、補助率2/3
対人接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、生産プロセスの改善に必要な設備投資、システム構築等を支援します。

②小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
■補助額：100万円、補助率：3/4

小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの
導入等の取り組みを支援します。

③サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助金）
■補助額：30万円～450万円、補助率：2/3
複数の業務工程を広範囲に非対面化する業務形態の転換が可能なＩＴツールの導入を支援します。（調整中）



募　集 育休復帰を応援するセミナーを開催します!

紹　介 令和２年度第３次補正等　国予算案等の紹介

※中小企業支援センターでは新鮮で役立つ情報をメールマガジンで配信しています。　2
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【問い合わせ先】 北九州市総務局女性活躍推進課　担当：永松・荒牧　TEL：５５１-００９１

【問い合わせ先】 中小企業庁　技術・経営革新課　03-3501-1816

育児休業取得後に安心して職場復帰し、働き続けることができるよう、オンラインによる「育休ママパパ復帰応援セミナー」を
開催します。

　新分野展開、業種転換、事業・業態転換等の取組や、事業再編または、これらの取組を通じた規模の拡大
等、思い切った事業再構築に向けた意欲を有する中小企業等の挑戦を支援

■日　時　令和3年2月24日（水） 13：30～16：30
■場　所　オンライン開催（Zoom）
■参加費　無料
■対　象　産休・育休中の女性社員・男性社員
■定　員　20名程度
■申　込　右記申込フォーム

■セミナー内容
　・復帰前の不安を払しょくしよう
　・持続可能な両立の仕組みを考えよう
　・時間制約を成長期にする仕事術
　・私らしい両立キャリアをイメージしよう
■講師　株式会社サイズラーニング
　専任コンサルタント　黒木　怜香 氏

※1. 中小企業（卒業枠） ： 400社限定。
　計画期間内に①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から
　中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

※2. 中堅企業（グローバルV字回復枠） ： 100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
　①直前6カ月間のうち売上高の低い3カ月の合計売上高がコロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して、15％以上減少して
　　いる中堅企業。
　②事業終了後3～5年で、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率５.0％以上増加を達成すること。
　③グローバル展開を果たす事業であること。

【令和２年度第３次補正予算案】

●中小企業等事業再構築促進事業　（1兆1,485億円）

■補助対象要件
①申請前の直近６か月間のうち、売上高が低い3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10％
　以上減少している中小企業等。
②自社の強みや経営資源（ヒト・モト等）を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機
　関等と策定した中小企業等。
③補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の
　年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加の達成。

補助金額
中小企業（通常枠）
中小企業（卒業枠）※1
中堅企業（通常枠）

中堅企業（グローバルV字回復枠）※2

100万円以上6,000万円以下
6,000万円超～1億円以下
100万円以上8,000万円以下
8,000万円超～1億円以下

2/3
2/3

1/2（4,000万円超は1/3）
1/2

補助率



ご案内 能力開発セミナーのご案内（ポリテクセンター福岡）

※中小企業支援センターでは新鮮で役立つ情報をメールマガジンで配信しています。　3
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【問い合わせ先】 ポリテクセンター福岡　訓練第二課　TEL：093-622-5738　担当：園田、篠原

■詳細は、ポリテクセンター福岡ホームページをご覧ください。
■ご不明な点は、お気軽に下記までお問い合わせください。
■当センターホームページでは、その他のコースについての情報も紹介しています。
　右記URLまたはQRコードからご利用ください。 https://www3.jeed.or.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html

企業の成長・発展には、競争力及び経営資源を強化する「人材育成」が欠かせません。
ポリテクセンター福岡では、企業の生産現場で働く在職者が抱える課題解決のため、生産性の向上や業務の改善、

新たな製品の創造に必要な専門的知識及び技能・技術を習得する能力開発セミナーを実施しています。

機械系機械設計
制御システム設計
機械加工
金属加工
測定・検査
生産設備保全
工場管理

安全衛生

電子・
電気系制御システム設計

電力・電気設備設計
機器組立／システム組立
電力・電気・通信設備工事
測定・検査
生産設備保全

安全衛生

建築CAD製図
建築意匠設計
建築構造設計
建築部材加工
建築設備工事
建築設備保全
ビル保全管理

安全衛生

居住系
能力開発セミナーとは?
現在お仕事をされている在職者の方を対象にした、
ものづくりに関する専門知識及び技能・技術の向上を
目的とした2～5日間程度の短期間のセミナーです。
コースは、機械・金属、電気・電子、居住の"ものづくり
分野"を中心に、設計・開発、加工・組立、工事・施工、
設備保全などを設定しております。

●今までの関係講習で1番わかりやすいセミナーでした。
●現場で実践して見ていた機器の名称や、その役割を丁寧に教えてもらったおかげで、
　わからなかった部分が繋がったため、自社での教育や自身の技術力アップに生かせる
　ことができました。
●興味を持って受講することができ、次はどうなるのだろうと楽しみながら作業すること
　ができました。
●手順をわかりやすく解説してもらい、苦手意識を克服でき業務に自信がつきました。

●丁寧な指導で、社員各人の自信となりました。今後の作業の質の向上に繋がりました。
●専門知識の習得により、技能・技術に対する理解が深まりました。
●基礎知識が広がることで、課題の解決に繋がりました。

令和3年度のパンフレットが完成しました。
ご希望の方には無料で送付しますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

受講者アンケート※令和元年度実績
「能力開発セミナーはお役に立ったでしょうか?
大変役に立った：66%　役に立った：34%」

事業主アンケート※令和元年度実績
「生産性向上や現場の強化に繋がりましたか?
大いに繋がった：51%　繋がった45%」

受講者の声VOICE

事業主の声VOICE

新着情報What's New



障害者雇用のことでお悩みはありませんか？
北九州障害者しごとサポートセンターが無料で相談に応じます！
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紹　介 障害者雇用に関する重要なお知らせ

※中小企業支援センターでは新鮮で役立つ情報をメールマガジンで配信しています。　

【問い合わせ先】北九州障害者しごとサポートセンター（月～金　８：３０～１８：３０　祝日、年末年始除く）
北九州市戸畑区汐井町１-６　ウェルとばた２F　TEL：０９３-８７１-００３０　FAX：０９３-８７１-００８３

令和３年３月１日から法定雇用率※が引き上げられます

※法定雇用率制度について：
　事業主に対して、従業員の一定割合（法定雇用率）以上の障害のある人の雇用を義務付け。（障害者雇用促進法）

〇従業員を４３．５人以上雇用している事業主は、障害のある方を
　１人以上雇用しなくてはなりません

事業主区分
法定雇用率

令和３年２月まで 令和３年３月１日以降

2.2% 2.3%民間企業

障害者雇用に取り組みたい
企業の社長

障害者雇用に
取り組んでいる
企業の人事担当者

障害者雇用にこれから取り組みたいんだけど、
何から手を付けていいかわからないなぁ・・・。

障害のある方を雇い入れたけれど、
本人も現場の指導者も困りごとがあるみたい・・・。

こんな時どうすればいいの？

障害者雇用に関するお悩みは、お気軽に
北九州障害者しごとサポートセンターにご相談ください！
障害のある方や企業の皆様のお悩みに関して、関係機関と
連携しながら、解決できるよう一緒に考えていきます。


